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上勝町議会基本条例

（前文）

上勝町議会は、多様化する町民の意思を的確に把握し、町民全体の福祉と

安心安全の増進、向上の責任を有する。

町民に選ばれた議員は、議会を構成し、町長とともに上勝町の二元代表制

の一翼を担い、重要な意思決定をする。

議会は、町民の負託にこたえるために、地域における民主主義の発展と、

政策決定及び監視機関であるという権能を充分に駆使して、自由闊達な討議

をとおして、政策等の論点、争点を明らかにし、最良の意思決定をするのが

使命である。

このため、議員は、積極的な情報の公開と共有、政策活動への多様な町民

参加の推進、議員間の闊達な討議の展開、町長等の行政機関との緊張関係の

保持、自己研鑽と品位と品格をもって活動する。

よって、上勝町議会は、議会活動の公正性と透明性の確保、議会活動を支

える体制の整備等について定め、議会運営のルールを明確にして実践するこ

とにより、町民に信頼され、町民に対する責務を果たすため、ここに、この

条例を制定する。

第１章 目的

（目的）

第１条 この条例は、分権と自治の時代にふさわしい、町民に身近な政府と

しての議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本

事項を定めることによって、町政の情報公開と町民参加を基本にした上勝

町の持続的で豊かで住みよい町づくりの実現に寄与することを目的とする。

第２章 議会・議員の活動原則

（議会の活動原則）

第２条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自

覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参

加を不断に推進する議会を目指して活動する。
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２ 議会は、議会が、議員、町長、町民等の交流と自由な討論の広場である

との認識に立って、その実現のために努力する。

３ 議長は、町民が自由かつ積極的に会議を傍聴できるように努める。

４ この条例に規程するほか、別に定める上勝町議会会議規則（平成３年１

０月８日議会規則第１号）、申し合わせ事項、慣例等は常に見直しを行う。

（議員の活動原則）

第３条 議員は、品位と名誉を重んじ、会議での言動、行動に対して品位を

疑われることのないように努める。

２ 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分

に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじる。

３ 議員は、町政の課題全般について、課題別及び地域別等の町民の意見を

的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研鑽によって町民の

選良にふさわしい活動をする。

４ 議員は、個別的な事案の解決だけではなく、町民全体の福祉の向上を目

指して活動をする。

第３章 町民と議会の関係

（町民参加及び町民との連携）

第４条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に

対する説明責任を十分に果たす。

２ 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会を原則公開するととも

に、議会主催の一般会議を設置するなど、会期中又は閉会中を問わず、町

民が議会の活動に参加できるような措置を講ずる。

３ 議会は、常任委員会、特別委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴

会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に

反映させる。

４ 議会は、町民による請願及び陳情は政策提案と位置づけるとともに、そ

の審議においては、これら提案者の意見を聞く機会を設けるよう努める。

５ 議会は、町民、町民団体、ＮＰＯ等との意見交換の場を多様に設けて、

議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図る。

６ 議会は、全ての議案に対する議員の態度を議会広報で公表する等、議員
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の活動に対しての町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努める。

第４章 町長と議会の関係

（町長等と議会及び議員の関係）

第５条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員（以下「町長

等」という。）の質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、

一般質問は一問一答の方式で行う。

２ 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長

等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て、質問に対する論

点整理の反問をすることができる。

（町長による政策等の形成過程の説明と審議）

第６条 町長は、議会に政策等を提案するときは、その水準を高めるため、

次に掲げる政策決定の過程を説明するよう努める。

（１）政策等の発生源、提案に至るまでの経緯

（２）検討した他の政策案等の内容

（３）他の自治体の類似する政策との比較検討

（４）総合計画における根拠又は位置づけ

（５）関係ある法令及び条例等

（６）政策等の実施にかかわる財源措置

（７）将来にわたる政策等のコスト計算

２ 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等

の水準を高める観点から、立案、執行における論点、争点を明らかにする

とともに、執行後における政策評価に資する審議に努める。

（予算・決算における政策説明資料の作成）

第７条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当た

っては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明

資料を作成するように努める。

第５章 自由討議の活性化

（議会討議による合意形成）

第８条 議会は、議員による討論の広場であることを十分に認識し、議長は、
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町長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間

の自由討議を中心に運営する。

２ 議会は、本会議及び各委員会等において、議員提出議案、町長提出議案

及び町民提出提案等に関して、議員相互間の自由討議で十分に審議し、合

意形成に努め、町民に説明責任を果たす。

３ 議員は、前２項の自由討議に基づき政策、条例の立案を積極的に行うよ

うに努める。

第６章 委員会の活動

（委員会活動）

第９条 委員会審査に当たっては、資料等を公開し、町民に対して分かりや

すい議論と説明を行うよう努める。

２ 委員長は、委員会秩序保持に努め、委員会報告を自ら作成し、責任を持

って質疑に対する答弁を行う。

第７章 議会及び議会事務局の体制整備

（議会研修の強化）

第１０条 議会は、議員の政策立案能力向上のため、議員研修の充実強化を

図る。

２ 議会は、議員研修の強化に当たり、幅広い分野の知識、情報の取得のた

め、議員研修会を年１回以上開催する。

３ この条例の理念を議員相互間で共有するため研修報告会を開催する。

（議会事務局の体制整備）

第１１条 議長は、議員の政策立案能力を支援するため、事務局の調査・法

制機能をはじめとした組織の強化を図る。また、必要に応じ、執行機関の

法制機能の活用等を考慮する。

（議会広報の充実）

第１２条 議会は、議会活動における情報を町民にわかりやすく周知する。

２ ＩＴを含む多様な広報手段で、町民が議会と町政に関心を持つよう議会

広報活動に努める。
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第８章 議員の政治倫理、身分、待遇

（議員の政治倫理）

第１３条 議員は、町民全体の代表者として、その倫理性を常に自覚し、自

己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招

くことのないよう行動する。

２ 議員は、倫理条例を規範として遵守する。

（議員定数）

第１４条 議員の定数（以下「議員定数」という。）は、別に条例で定める。

２ 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視野だけでなく、町政の現

状、課題及び将来の予測と展望を十分に考慮し、町民を含む第三者機関（学

識経験者等）による議会及び議員活動の客観的な評価等を参考に努める。

３ 議員定数の条例改正案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出す

る場合を除き、議員が提出し、改正理由の説明をする。

（議員報酬）

第１５条 議員の報酬（以下「議員報酬」という。）は、別に条例で定める。

２ 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視野だけでなく、町政の現

状、課題及び将来の予測と展望を十分に考慮し、町民を含む第三者機関（学

識経験者等）による議会及び議員活動の客観的な評価等を参考にするよう

努める。

３ 議員報酬の条例改正案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出す

る場合を除き、議員が提出し、改正理由の説明をする。

（最高規範性）

第１６条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この

条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定しない。

２ 議会は、議員にこの条例が周知徹底されているか定期的に議会運営委員

会で検証する。

３ 議会は、新たに生ずる議員の任期開始後、できるだけ速やかにこの条例

の研修を行う。

（議会及び議員の責務）

第１７条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに

基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって
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町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たす。

（見直し手続）

第１８条 議会は、議会運営がこの条例の目的、原則等に即して行われてい

るかどうかを不断に点検し、必要と認める場合は、この条例の改正その他

必要な措置を講ずる。

２ 議会は、前項による検討の結果、この条例を改正する場合は、全議員の

賛同する改正案であっても、本会議場において、改正の理由及び背景を分

かりやすく説明をする。

附則

この条例は、平成２３年１０月１日から施行する。


